
名

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

登
録
年
月
日

富
山
県
電
気
工
事
工
業
組
合

富
山
県
富
山
市
新
桜
町
九
番
二
十
号

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日

石
川
県
電
気
工
事
工
業
組
合

石
川
県
金
沢
市
新
保
本
四
丁
目
六
十
五
番

二
十
二

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日

福
井
県
電
気
工
事
工
業
組
合

福
井
県
福
井
市
西
方
一
丁
目
十
四
番
八
号

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日

平成˜Ÿ年˜™月™�日 火曜日 第›› ™号官 報
〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
八
百
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日

農
林
水
産
大
臣

松
岡

利
勝

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

京
都
府
船
井
郡
京
丹
波
町
下
粟
野
松
尾
三
の
二
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

^

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

_

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
京

都
府
庁
及
び
京
丹
波
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
八
百
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

四
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
施

設
地
区
の
指
定
を
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日

農
林
水
産
大
臣

松
岡

利
勝

一

保
安
施
設
地
区
の
所
在
場
所

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
五

号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
標
柱
五
号

を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
（
次
の
図
に
示
す
と
お

り
と
す
る
。）

佐
賀
県
鳥
栖
市
河
内
町
字
鶴
一
九
八
〇
の
一
、
一
九
八

九
地
先
、
字
桜
谷
二
〇
一
八
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

^

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

_

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

四

指
定
の
有
効
期
間

三
年

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
高
知
県
庁
及
び
鳥
栖
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
経
済
産
業
省
告
示
第
三
百
六
十
号

輸
入
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
四
百
十
四

号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
四
十
一
年

通
商
産
業
省
告
示
第
百
七
十
号
（
輸
入
割
当
て
を
受
け
る

べ
き
貨
物
の
品
目
、
輸
入
の
承
認
を
受
け
る
べ
き
貨
物
の

原
産
地
又
は
船
積
地
域
そ
の
他
貨
物
の
輸
入
に
つ
い
て
必

要
な
事
項
の
公
表
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日

経
済
産
業
大
臣

甘
利

明

三
の
９
の
_
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
及
び
三
の
９
の
`
中

「
セ
ル
ビ
ア
・
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
」
を
「
セ
ル
ビ
ア
」
に
改

め
る
。

三
の
９
の
_
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
及
び
ホ
並
び
に
三
の
９

の
`
中
「
モ
ン
ゴ
ル
」
の
下
に
「
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
」
を

加
え
る
。

三
の
９
の
_
の
ニ
中
「
モ
ナ
コ
」
の
下
に
「
、
モ
ン
テ

ネ
グ
ロ
」
を
、「
タ
ン
ザ
ニ
ア
」
の
下
に「
、
タ
イ
」を
、「
ウ

ル
グ
ア
イ
」
の
下
に
「
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
」を
加
え
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

三
の
９
の
_
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
改
正
規
定
中
モ

ン
テ
ネ
グ
ロ
に
係
る
部
分

平
成
十
九
年
一
月
二
十

一
日

二

三
の
９
の
_
の
ニ
の
改
正
規
定
中
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ

ン
に
係
る
部
分

平
成
十
九
年
一
月
二
十
九
日

三

三
の
９
の
_
の
ニ
の
改
正
規
定
中
タ
イ
に
係
る
部

分

平
成
十
九
年
二
月
十
二
日

〇
経
済
産
業
省
告
示
第
三
百
六
十
一
号

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
調
査
機
関
と
し
て

次
の
者
を
登
録
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日

経
済
産
業
大
臣

甘
利

明

〇
経
済
産
業
省
告
示
第
三
百
六
十
二
号

電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
第
五
十
二
条
の
二
第
一
号
ニ
及
び
第
二
号
ハ
並

び
に
第
五
十
三
条
第
二
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
四
十
九
号
（
電
気
事
業

法
施
行
規
則
第
五
十
二
条
の
二
第
一
号
ロ
の
要
件
、
第
一
号
ハ
及
び
第
二
号
ロ
の
機
械
器
具
並
び
に
第
一
号
ニ
及
び
第

二
号
ハ
の
算
定
方
法
等
並
び
に
第
五
十
三
条
第
二
項
第
五
号
の
頻
度
に
関
す
る
告
示
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日

経
済
産
業
大
臣

甘
利

明

第
三
条
第
一
項
中
「
次
条
第
四
号
の
発
電
所
（
出
力
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
も
の
に
限
る
。）並
び
に
第
七
号
及
び
第

八
号
の
需
要
設
備
（
小
規
模
高
圧
需
要
設
備
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
次
表
に
掲
げ
る
換
算
係
数
に
〇
・
六
を
、
同
条
第

四
号
の
発
電
所
（
出
力
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の
に
限
る
。）に
つ
い
て
は
〇
・
二
五
を
、
同
条
第
九
号
の
需
要
設
備

（
小
規
模
高
圧
需
要
設
備
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
〇
・
四
五
」
を
「
次
条
第
二
号
の
二
本
文
の
発
電
所
及
び
第
九
号
の

需
要
設
備
（
小
規
模
高
圧
需
要
設
備
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
次
表
に
掲
げ
る
換
算
係
数
に
〇
・
四
五
を
、
同
条
第
二
号

の
二
た
だ
し
書
及
び
第
四
号
の
発
電
所
に
つ
い
て
は
〇
・
二
五
を
、
同
条
第
七
号
及
び
第
八
号
の
需
要
設
備
（
小
規
模

高
圧
需
要
設
備
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
〇
・
六
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

太
陽
電
池
発
電
所
に
あ
っ
て
は
毎
年
二
回
以
上

〇
特
許
庁
告
示
第
七
号

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
（
平
成
二
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
一
号
）
第

十
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
五
及
び
第
三
十
四
条
の
四
の

規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
特
許
庁
告
示
第
一
号
（
工

業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
の
規
定
に
基
づ
く
電
子
計
算
機
の
技
術
的
基
準
を
定

め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日

特
許
庁
長
官

中
嶋

誠

第
一
条

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
電
子
計
算
機
の
技

術
的
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
十
六
年
特
許
庁
告
示
第

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

１
m

中
「特

許
庁
長
官

」
の
次
に
「が

平
成
18年

12

月
31日
以
前
に
交
付
し
た
又
は
独
立
行
政
法
人
工
業
所

有
権
情
報
・
研
修
館
理
事
長

」
を
加
え
る
。

第
二
条

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
電
子
計
算
機
の
技

術
的
基
準
を
定
め
る
件
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。１

m

中
「電

子
計
算
機
、

」
を
「電

子
計
算
機
は
、

」

に
改
め
、「独

立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
情
報
・
研
修
館

理
事
長

」
の
次
に
「若

し
く
は
国
際
事
務
局

」を
加
え
、

１
m

\
中
「国

際
事
務
局

」
の
次
に「（千

九
百
七
十
年

六
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
作
成
さ
れ
た
特
許
協
力

条
約
第
２
条
（
xix）

の
国
際
事
務
局
を
い
う
。
以
下

同
じ
。

）」
を
、「工

業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

」
の
次
に「（以

下
「
規
則
」

と
い
う
。

）」
を
、「特

定
手
続

」
の
次
に「（国

際
事
務
局

が
交
付
す
る
電
子
計
算
機
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
あ
っ
て

は
、
規
則
第
10条
第
５
号
の
特
定
手
続
に
限
る
。

^
に

お
い
て
同
じ
。

）」
を
、「「特

許
等
関
係
法
令
」と
い
う
。）

の
規
定

」
の
次
に「（国

際
事
務
局
が
交
付
す
る
電
子
計

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

高
知
県
土
佐
清

水
市
以
布
利
字
シ
リ
カ
イ
一
一
一
七
の
一
一
五

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の

防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
八
百
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日

農
林
水
産
大
臣

松
岡

利
勝

一
^

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

京
都
府
京
都

市
左
京
区
大
原
小
出
石
町
七
六
七
の
五

_

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん

養
`

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

二
^

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

京
都
府
京
都

市
右
京
区
嵯
峨
越
畑
下
大
谷
二
の
六
、
二
の
七
、
嵯

峨
鳥
居
本
深
谷
町
三
の
五
か
ら
三
の
八
ま
で
、
左
京

区
八
瀬
近
衛
町
五
一
九
の
二

_

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出

の
防
備

`

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

Ÿ
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